
対象期間：　 【 2023年4月1日 ～ 2024年3月31日 】

　事業所名

　所在地

　人

　件

　④教育訓練に関する事項

　円

　円

　　　・ 福利厚生として、グループ会社内の保養所施設の利用可。
　　　・ 福利厚生として、健保組合を通じてのレジャ施設の優待利用可。

12,539

　⑤労働者派遣に関する料金額の平均額（1日 8時間換算）

　⑥派遣労働者の賃金額の平均額（1日 8時間換算）

　⑪その他

　⑨労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

　⑧労使協定を締結しているか否か 締結している

すべての派遣労働者

　⑩労使協定の有効期限の終期 2025年3月31日

　⑦キャリアコンサルティング相談窓口
相談窓口　　本社事業所

　　電話番号　　052-652-7310

労働者派遣事業に係る情報提供

　株式会社富士トランスポート　（派２３－０２０２２８）

　〒455-0032　名古屋市港区入船一丁目7番41号

18,158

21

13

　①派遣労働者の数

　②派遣先の数（事業年度あたりの実数）

　③マージン率

30.9%

OJT Off-JT

○

○
有　無

有給　無給

1 有　無
有給　無給

情報セキュリティ研修 派遣登録者 2 ○

実施
期間

1

コンプライアンス研修 派遣登録者 2 ○

⑥ ⑦

教育訓練の種類 対象者 実施人員 派遣元
事業主

他の教育訓練機
関への委託

その他

① ② ③

派遣労働者の費
用負担の有無(人) （賃金支給の状況） (日)

④　方法 ⑤　実施主体

⑤労働者派遣に関する料金額の平均額　-　⑥派遣労働者の賃金額の平均額

⑤労働者派遣に関する料金額の平均額

※マージン率には以下が含まれます。
　・ 社会保険料事業主負担分（労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険、介護保険等）
　・ 福利厚生費（健康診断、有給休暇等）
　・ 教育研修費
　・ 会社運営費（オフィス賃借料、通信費、広告費、水光熱費、振込手数料、人件費等）
　・ 営業利益


